
議案第   号  

 

   川崎区における町の名称の変更について  

 

 地方自治法第２６０条第１項の規定により、次のとおり町の名称を変更する。 

 

             令和元年 ６ 月１０日提出 

                川崎市長 福 田 紀 彦 
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参考資料 

工    事    概    要  

工 事 名 東扇島堀込部護岸築造その１工事 

１ 床掘工 １式 

 ２ 基礎工 １式 

 ３ 本体工 １式 

ケーソン進水据付工 １式（９函） 

 ４ 裏込工 １式 

 ５ 上部工 １式 

 

議案第９２号



参考資料 

 

  提 案 要 旨 

 

川崎区境町において、地域住民からの要望により町の名称を変更したいので

提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


